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№ 意見の内容 市の考え方 反映結果

4

　防災訓練の縮小や町内会役員の
担い手不足、地域住民が顔を合わ
せる機会の減少等により、地域コ
ミュニティや近隣関係の希薄化が
進んでいる。
　市民が生きがいとやりがいを
持って活躍する場を広げていくた
め、行政と地域が地域課題につい
て協議を重ねるとともに、地域の
活性化につなげるための継続的な
支援をしていくことが必要であ
る。

　本計画の基本方針1-2「地域のつながりの
強化」において、地域交流の促進や居場所づ
くりの推進などにより、地域のつながりを強
化することとしており、町内会への加入促進
や、地区交流センター等を拠点とした地域コ
ミュニティ活動の活性化を図るほか、市民活
動団体等との連携、補助制度を活用した地域
活動の支援等により、地域コミュニティのさ
らなる活性化を図ってまいります。
　あわせて、基本方針2-2「防犯・防災対策
の推進」において、防災訓練の実施など、自
主防災組織の活性化を推進することで、地域
における防災体制の強化を図ってまいりま
す。

既に盛り込
み済みの意
見

3

　高齢者、障害者、こども、生活
困窮者等の生活弱者の実態把握
は、個人情報の観点から難しさが
あるものの、地区社協や学校、こ
ども園、地域包括支援センター、
地区交流センター等が連携して対
応できると良いと考える。

　本計画の基本方針2-1「孤立対策の推進」
において、悩みごとや困りごとを抱える人の
社会的孤立を防ぐため、日常生活における地
域の見守り活動を推進するとともに、ICTの
活用などによる相談機会の充実や関係機関の
連携等に取り組み、支援が必要な人の早期発
見と適切な支援につなげる体制の構築を進め
てまいります。

既に盛り込
み済みの意
見

2

　人と人のつながりは地域におい
て大切なものである。日常的な声
かけに加え、地域の人が活動に参
加しやすくなるよう、啓発や情報
発信の充実が必要である。

　本計画の基本方針1-1「共に支え合う意識
づくり」において、住民が地域福祉に関する
意識を持ち、共につながる支え合いの意識を
醸成することとしています。その中で、福祉
に関する情報発信に取り組むとともに、福祉
教育を推進します。

既に盛り込
み済みの意
見

様式2

　　　            　　　　　　　　　施策担当課→市民活動団体支援室

案件名 「第6次藤枝市地域福祉計画・地域福祉活動計画」（案）

「第6次藤枝市地域福祉計画・地域福祉活動計画」（案）に対し、ご意見をいただきありがとう
ございました。
提出された意見の内容（要約）及び意見に対する市の考え方は次のとおりです。

パブリックコメントの結果

（１）意見提出者の数 4

（２）提出された意見の数 7

意見の反映状況

（2）既に盛り込み済みの意見 6

（３）今後の参考とする意見

意見の反映状況一覧

（１）反映した意見

（４）反映できない意見

（５）その他（質問含む） 1

1

　地区交流センターは、人の集ま
る場、安らぎの場として、地域の
核となる重要な拠点であり、職員
による市民への気さくな声かけ等
はとてもありがたいと感じてい
る。

　本計画の基本方針において、地区交流セン
ターを地域コミュニティ活動の拠点となる、
重要な施設であると位置づけております。
　地区交流センターが、地域の皆様にとって
「人の集まる場」「安らぎの場」 として機
能し、地域の核となる拠点として認識してい
ただいていることを、心強く受け止めており
ます。

その他（質
問含む）



：
：

5

　市や社会福祉協議会の支援を受
け、こども食堂やふれあいサロ
ン、地域活動支援センター等、多
様な団体が活動している一方、担
い手の多くがボランティアであ
り、高齢化も進み、運営基盤が脆
弱な団体が多い。
　精神障害にも対応できる体制の
深化は、居場所提供を中心とした
地域づくりが主要であると考えら
れ、担い手となる既存団体の継続
や新規団体の設立には、後継者育
成・人材確保が不可欠である。

　地域福祉の持続的な推進には、人材の確保
が不可欠であると考えており、本計画の基本
方針4-1「地域福祉の担い手の確保」におい
て、地域福祉活動やボランティア活動が持続
的に行われるよう、人材の育成と確保に取り
組むこととしています。市民活動の支援や情
報発信、福祉教育や地域活動を通じた人材育
成を通じて、後継者育成や人材の定着を図り
ます。
　加えて、第６章「藤枝市重層的支援体制整
備事業実施計画」の施策３「地域づくりに向
けた支援」において、世代や属性を超えて交
流できる場や居場所の整備を進めるととも
に、地域資源の開発やネットワークを構築し
ていくこととしており、その中で後継者育成
や人材確保についても協議していきます。

既に盛り込
み済みの意
見

7

　市が策定する条例や各種計画に
ついて、もう少し市民にわかりや
すく、様々な場所で見る機会を
作ってほしい。

　市民が必要な情報を適切に入手できるよ
う、分かりやすい表現を心がけるとともに、
多様な媒体や機会を活用した情報発信を推進
してまいります。

既に盛り込
み済みの意
見

6

　企業等による福祉活動やボラン
ティア活動への参加が今後さらに
広がるよう期待している。

　基本方針4-2「多様な主体による地域福祉
活動の活性化」において、民間企業をはじめ
とする多様な主体と連携し、地域福祉活動へ
の参画を促進するとともに、地域の自主的な
取組を支援することとしています。
　ボランティアに関する情報提供の充実等に
取り組むとともに、誰もが参加しやすいボラ
ンティアの活躍の場を提供することで、、ボ
ランティア活動の裾野が今後さらに広がるよ
う推進してまいります。

既に盛り込
み済みの意
見

fukusi@city.fujieda.lg.jp

意志決定後の計画、策定案の内容

資料
・「第6次藤枝市地域福祉計画・地域福祉活動計画」（案）

問い合わせ先
（担当課）

藤枝市健康福祉部福祉政策課

電話 054-643-3148
電子メール

意見公表場所
市ホームページ・市役所行政情報コーナー・福祉政策課・岡部支所・文
化センター・各地区交流センター・藤枝市社会福祉協議会（福祉セン
ターきすみれ内）

mailto:fukusi@city.fujieda.lg.jp

